
主
な
議
案
の
あ
ら
ま
し

◆
吉
川
市
公
共
下
水
道
事
業
の
設

置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

農
業
集
落
排
水
事
業
の
経
営
や

資
産
の
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る

た
め
、
現
在
の
特
別
会
計
か
ら
企

業
会
計
に
移
行
し
、
地
方
公
営
企

業
法
に
規
定
す
る
財
務
規
定
等
を

適
用
す
る
も
の
で
す
。

地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定

等
を
適
用
す
る
こ
と
で
発
生
主

義
・
複
式
簿
記
の
会
計
方
式
を
採

用
し
、
経
営
の
見
え
る
化
を
行
い

ま
す
。

◆
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い

て
、令
和
５
年
５
月
８
日
以
降「
２

類
相
当
感
染
症
」
か
ら
「
５
類
感

染
症
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
防
疫
作
業
手
当
の
特
例
を
改

め
る
も
の
で
す
。

◆
吉
川
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業

の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
条
文

の
文
言
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

法
令
か
ら
引
用
し
て
い
る
条
項
番

号
を
改
め
る
も
の
で
す
。

◆
吉
川
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行

に
伴
い
、
条
文
の
文
言
を
整
備
す

る
も
の
で
す
。

◆
吉
川
市
地
区
計
画
区
域
内
に
お

け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
の
法
令
改
正
に
伴
い
、
市
の

地
区
計
画
区
域
内
に
お
け
る
建
築

物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
で
定
め

る
建
築
物
の
容
積
率
や
建
ぺ
い
率

に
関
す
る
制
限
を
緩
和
す
る
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

◆
吉
川
市
災
害
派
遣
手
当
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
条
文
の
文
言
を
整
備
す
る

と
と
も
に
、
法
律
か
ら
引
用
し
て

い
る
条
項
番
号
を
改
め
る
も
の
で

す
。

一
層
期
待
し
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

35
人
学
級
の
推
進
、
医
療
的
ケ

ア
に
よ
る
看
護
師
の
配
置
、
小
中

学
校
の
体
育
館
等
へ
の
エ
ア
コ
ン

設
置
の
英
断
も
評
価
し
ま
す
。
事

業
者
連
携
発
展
支
援
補
助
金
事
業

は
、
新
た
な
付
加
価
値
創
造
や
新

ビ
ジ
ネ
ス
の
創
出
を
促
し
、
地
域

経
済
を
後
押
し
す
る
推
進
力
に

な
っ
た
と
し
て
評
価
し
ま
す
。
い

ず
れ
も
市
民
の
幸
福
実
感
に
通
じ

る
と
し
て
賛
成
と
し
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
】

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
決

算
に
対
し
、
１
名
の
議
員
が
討

論
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

―

反

対

討

論

―

日
本
共
産
党
吉
川
市
議
員
団

雪
田
　
き
よ
み
　
議
員

国
保
加
入
者
は
減
少
し
、
高
齢

者
と
傷
病
者
の
割
合
が
増
え
、
医

療
費
の
負
担
が
更
に
大
き
く
な
る

一
方
で
税
収
は
減
少
。
昨
年
度
は

負
担
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、

今
年
度
は
標
準
で
２
万
円
強
の
負

担
増
と
な
っ
た
。
令
和
９
年
度
に

向
け
て
こ
の
状
況
は
更
に
深
刻
に

な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。「
こ

れ
以
上
の
負
担
に
は
耐
え
ら
れ
な

い
」
と
い
う
声
も
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
加
入
者
の
負
担
軽
減
に

向
け
、
更
に
ご
奮
闘
い
た
だ
き
た

い
。昨

年
度
の
滞
納
者
数
は
６
６
２

世
帯
。
１
年
以
上
１
年
６
カ
月
未

満
の
滞
納
者
に
交
付
さ
れ
る
資
格

証
明
書
は
、
16
世
帯
に
発
行
さ
れ

た
。
資
格
証
明
書
で
の
受
診
に
は

10
割
全
額
の
負
担
が
求
め
ら
れ
る

が
、
全
額
を
支
払
い
受
診
で
き
る

人
は
少
な
い
。
所
得
の
低
い
世
帯

ほ
ど
滞
納
が
多
い
の
が
現
実
で
あ

り
、
受
療
権
の
侵
害
に
当
た
る
。

県
内
で
資
格
証
明
書
を
発
行
し

て
い
る
自
治
体
は
22
自
治
体
の

み
。
吉
川
市
も
や
め
る
べ
き
。
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